
介護保険利用料金一覧表    令和 3 年 4 月 1 日現在 

 当事業所の（介護予防）指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供(介護保険適応

分)につきまして、ご利用者様に負担していただく料金は、原則として基本料金の 1割ま

たは２割です。ただし、介護保険の給付の範囲を超えた部分につきましては、全額自己負

担となります。  

基本料金  

※以下の金額は、介護保険利用時の利用者負担である１割の負担金額を示しています。 

【 保健師、看護師が行う訪問看護 】 

訪問看護Ⅰ1  ２０分未満 １回  ３１３円 

訪問看護Ⅰ2  ２０分以上３０分未満の訪問 １回 ４７０円 

訪問看護Ⅰ3  ３０分以上６０分未満の訪問 １回 ８２１円 

訪問看護Ⅰ4  ６０分以上９０分未満の訪問 １回 １１２５円 

【 准看護師が行う訪問看護 】 

訪問看護Ⅰ1・准  ２０分未満 １回  ２８１円 

訪問看護Ⅰ2・准  ２０分以上３０分未満の訪問 １回 ４２２円 

訪問看護Ⅰ3・准  ３０分以上６０分未満の訪問 １回 ７３７円 

訪問看護Ⅰ4・准  ６０分以上９０分未満の訪問 １回 １０１０円 

【 理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士が行う訪問看護 】 

訪問看護Ⅰ5  ２０分 １回  ２９３円 

【 保健師、看護師が行う介護予防訪問看護 】 

予防訪問看護Ⅰ1 ２０分未満 １回  ３０２円 

予防訪問看護Ⅰ2 ２０分以上３０分未満の訪問 １回 ４５０円 

予防訪問看護Ⅰ3 ３０分以上６０分未満の訪問 １回 ７９２円 

予防訪問看護Ⅰ4 ６０分以上９０分未満の訪問 １回 １０８７円 

【 准看護師が行う介護予防訪問看護 】 

予防訪問看護Ⅰ1・准 ２０分未満 １回  ２７１円 

予防訪問看護Ⅰ2・准 ２０分以上３０分未満の訪問 １回 ４０４円 

予防訪問看護Ⅰ3・准 ３０分以上６０分未満の訪問 １回 ７１１円 

予防訪問看護Ⅰ4・准 ６０分以上９０分未満の訪問 １回 ９７６円 

【 理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士が行う介護予防訪問看護 】 



予防訪問看護Ⅰ5 ２０分 １回  ２８３円 

【 加算 】 

サービス体制管理加算  １回  3円 

 

 

病状によって加算されるもの  

 
【 要介護 】 

 特別管理指導加算Ⅰ 月１回 ５００円 

 特別管理指導加算Ⅱ 月１回 ２５０円 

退院時共同指導加算 

原則１回 

(厚生労働大臣が定める

疾病等の場合２回) 

６００円 

初回加算 初回月にだけ ３００円 

緊急時訪問看護加算1 月１回 ５７４円 

 複数名訪問看護加算 

 

３０分未満 １回 

３０分以上 １回 

２５４円 

４０２円 

 長時間訪問看護加算 １回 ３００円 

 看護・介護職員連携強化加算 月１回 ２５０円 

 ターミナルケア加算 死亡月につき ２０００円 

訪問看護体制強化加算 １月 ３００円 

訪問看護サービス提供体制加算1 １回 ６円 

訪問看護サービス提供体制加算2 １回 ５０円 

早朝・夜間・深夜の訪問看護 

早朝（6：00～8：00） 

夜間（18：00～22：00） 

深夜（22：00～6：00） 

25％増し 

25％増し 

50％増し 

【 要支援 】 

 予防訪問看護特別管理指導加算Ⅰ 月１回 ５００円 

 予防訪問看護特別管理指導加算Ⅱ 月１回 ２５０円 

 予防訪問看護退院時共同指導加算 

原則１回 

(厚生労働大臣が定める

疾病等の場合２回) 

６００円 

 予防訪問看護初回加算 初回月にだけ ３００円 



予防緊急時訪問看護加算1 月１回 ５７４円 

 複数名予防訪問看護加算 

 

３０分未満 １回 

３０分以上 １回 

２５４円 

４０２円 

 長時間予防訪問看護加算 １回 ３００円 

予防訪問看護体制強化加算 １月 ３００円 

予防訪問看護サービス提供体制加算 １回 ６円 

早朝・夜間・深夜の訪問看護 

早朝（6：00～8：00） 

夜間（18：00～22：00） 

深夜（22：00～6：00） 

25％増し 

25％増し 

50％増し 

 


